
学校等の臨時休校措置に伴う大阪市立有料自転車駐車場の学生定期利用券の取り扱い

【受付期間】

・期間延長 令和2年6月 4日（木）～令和2年12月31日（木）

・解約・還付 令和2年6月15日（月）～令和2年12月31日（木）

【受付場所】

各自転車駐車場の管理事務所

【問合せ先】

建設局企画部方面調整課自転車対策担当 電話：06-6615-6683

【対象】
・高校生以下の学生
令和2年3月・4月・5月を含む定期利用券で、一度も利用されなかった月分

・18歳以上の学生
令和2年4月・5月を含む定期利用券で、一度も利用されなかった月分


